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タイトル 

新型コロナウイルス感染再拡大防止に向けた市の対策について 

～感染防止対策を続けます～ 

 

 

 

内 容 

 

3 月 18 日、兵庫県は新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、3 月 22 日以

降も、飲食店の営業時間短縮や外出自粛などの要請と、感染再拡大防止の徹底を

決定しました。三木市では 18 日午後 4 時から第 55 回新型コロナウイルス対策

本部会議を開催し、県の対策にもとづき市の対策について協議を行い以下の通

り決定しました。 

 

1 期  間  3 月 22 日（月）から 3 月 31 日（水）まで 

        （今後の感染者の状況により変更する場合がある） 

 

2 市の対策について 

 (1) 公共施設・社会福祉施設等 

  ア 屋内、屋外とも通常の利用とする。 

  イ これまでからの感染防止対策を継続し、大声での歓声等の無いイベ

ントでは収容率を 100％以下、大声での歓声が想定されるイベントでは

収容率 50％とする。 

  ウ 社会教育施設は、施設ごとに現在の感染防止対策を継続する。 

(2) 自治会公民館 

  市の公共施設・社会福祉施設等の対策に準じた利用をお願いする。 

(3) 市職員の勤務体制 

  テレワークや時差出勤等の継続による出勤者の削減を図り、人と人との

接触機会を減らす。 

セールスポイント 

三木市の対策は、県の対処方針に準じることとします。感染対策が緩み再拡大

することのないよう、これまでどおりの 3 密（密集・密接・密閉）の回避、マス

クの着用、手洗い消毒、換気などの感染防止対策の実践をお願いします。 

大人数や長時間におよぶ会食を控え、また、感染リスクの高い施設の利用後

は、一定期間人との接触に注意するなど、市民の皆様一人ひとりが、「うつらな

い・うつさない」との思いを持って取り組むことが大切です。一層のご理解、ご

協力をお願いします。 

 


